住民監査請求書
  岐阜県監査委員　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年１０月　　日
 　　　請求人　　住所：
　　　　　　　　 氏名：                            (印)   職業：
請求の要旨
 　水資源開発公団（２００３年１０月１日に独立行政法人水資源機構に改組した。以下「機構」という） は、本年８月８日に、徳山ダムの事業費を２５４０億円から１０１０億円、約４割増額し、３ ５５０億円に変更すると発表した。
 　機構が事業費を正式に増額するためには、徳山ダム建設事業の事業実施計画を変更 し、国土交通大臣の認可を受ける必要がある（水資源機構法１３条１項）。事業実施 計画の変更には、あらじかめ、利水者である岐阜県(正確には、流水を水道の用に供する水道事業者および工業用水道事業者である岐阜県）から費用負担の同意を得る必要がある（同条３項）。したがって、岐阜県は、増額される事業費３５５０億円を前提とした費用負担金を支払う費用負担の同意を、近く機構から求められる。費用負担の同意により、岐阜県は同法２５条の規定する費用の負担、支払の義務を負うものであり、費用負担の同意は財務会計行為に当たる。
　岐阜県は徳山ダム開発水のうち、水道用水として毎秒１．５m3、工業用水として毎秒３．５m3を大垣地域１４市町に供給するとしている。岐阜県における供給地域（大垣地域１４市町）で徳山ダム開発水を利用するには、取水・導水・浄水施設が必要になる。この取水・導水・浄水施設の建設・管理は、利水者の責任においてなされるべきものであり、国も同様の見解である。岐阜県が徳山ダム開発水を利用するには、これら施設を自ら建設・管理しなければならない。
　現在この地域では、水道用水も工業用水も、水源のほぼ全てを地下水でまかなっており、十分足りている。この地域の水道事業者（大垣地域１４市町）のどこにも、新たな水源を必要とするという予測は存在しない。そしてこの地域の工業用水使用量（地下水揚水量）は年々減少している。現時点で、徳山ダムの開発水が必要となる見込みは全くない。
　使うあてのない水資源の開発のために費用を負担することは許されない。水道事業と工業用水道事業は、地方公営企業として、特別会計を設けて経営収入（料金）による独立採算が地方財政法によって義務づけられている。ダム開発水を使用するために必要なダム建設費と取水・導水施設の建設費は水道事業や工業用水道事業を行う事業者が負担し、その支払いは料金によってすべきものである。
　水道事業者・工業用水事業者が徳山ダム開発水を利用しようとすると、建設費や費用負担金の支弁をするためには、従来の料金や用水費を大きく上回る料金の設定が避けられない。しかし、このような高額料金は需用者に受け入れられるはずがない。特に工業用水においては、現に存在しない工業水道事業を成立させる見込み（高額となる水価に耐える新たな需要の見込み）がないから、徳山ダムの費用負担金等の財源が無い。徳山ダムによる工業用水道事業は破綻する。そうすると、岩屋ダムの費用負担金と同様に、一般会計から出していく以外に方法がない。これは、水道事業や工業用水道事業を地方公営企業として経営収入による独立採算を義務づけている地方財政法と地方公営企業法に違反する違法な措置である。また、一般会計から、本来それが目的とする住民一般の福祉に用いられるべき資金を、使うあてがない地方公営企業の投資のために奪うものであって、違法である。
 　よって、岐阜県水道事業管理者兼岐阜県工業用水道事業管理者たる知事、また一般職の知事に対して、次の通り勧告するよう求める。
記
 　水資源機構に対し、事業に要する費用の概算額の変更など徳山ダム建設事業に関する事業実施計画の変更に際して、流水を水道または工業用水道の用に供する者としての水資源機構法１３条３項に規定する同法２５条１項の規定による費用負担について、その同意をしないこと。
